
 

 
 

（参考）官報の発行に関する内閣府令（令和６年内閣府令第○号）（案）抄 
※令和６年７月25日～８月29日パブリックコメント実施 

 
    第三章 官報の発行方法等 抄 

（閲覧期間経過後の情報提供の対象） 

第十八条 法第八条第四項の法令その他の内閣府令で定める事項は、法令のほか、電磁的

官報記録（号外国会会議録の官報に係るものを除く。）のうち次に掲げる事項（公益性

が特に高いと認められる事項を除く。）のいずれにも該当しないものとする。 

 一 個人の氏名及び住所、生年月日その他の個人に関する情報が含まれる事項であっ

て、当該事項を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧するこ

とができる状態に置くことにより当該個人のプライバシーの確保に支障が生ずるお

それがあると認められるもの 

 二 前号に掲げるもののほか、特定の名あて人に対する処分、通知その他の行政庁の行

為（指定等法人に対するものを除く。）に関する事項であって、当該行為の性質に照

らして当該事項を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧す

ることができる状態に置くことにより当該名あて人又は当該行為に係る事案の関係

者のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの 

 三 前二号に掲げるもののほか、特別の理由により法第五条第二項の自動公衆送信を利

用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことに特に支障があると認

められる事項 

 

   第四章 雑則 抄 

（移管の方法） 

第二十五条 法第十三条第一項及び第二項の規定による移管は、一定の期間内に発行され

た官報に係る同条第一項の電磁的記録及び書面官報をまとめて行うことができる。 

２ 内閣総理大臣は、法第十三条第一項の規定による移管をする場合においては、第十八

条各号の支障が生じないようにするため、当該移管に係る官報に係る電磁的官報記録に

ついて、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により不特定多数の者がその提供を

受けることができる状態に置かないこととする旨の条件を付するものとする。 

３ 前項の規定は、内閣総理大臣が法第十三条第二項の規定による移管をする場合につい

て準用する。この場合において、前項の規定中「法第十三条第一項」とあるのは「法第

十三条第二項」と、「官報に係る電磁的官報記録」とあるのは「書面官報に係る官報掲

載事項」と読み替えるものとする。 

  

附 則 抄 

 （検討） 

第五条 内閣総理大臣は、法附則第七条の規定による検討を行うときは、この府令の官報

の発行に係る手続等に関する規定（第四章の規定を含む。）について所要の検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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（参照条文）官報の発行に関する法律（令和五年法律第八十五号）抄 

 

（官報の発行の方法） 

第五条 内閣総理大臣は、官報を発行しようとするときは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣

府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る公布等事項及び前条に規定

する事項その他内閣府令で定める事項（以下「官報掲載事項」という。）を記録した電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十二条及び第十三条第一項におい

て同じ。）を内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に備えられた官報掲載事項を記録するためのファ

イル（以下この条、次条及び第十三条第一項において「官報ファイル」という。）に記録しなければ

ならない。 

２ 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報ファイルに記録された官報掲載事項（以下「電磁的官報記

録」という。）について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続

して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動

的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第十四条第三項において同

じ。）を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。 

３ 官報ファイルを識別するための文字、番号、記号その他の符号は、内閣府令で定める。 

４ 第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報は、次の各号に掲げる措置の

いずれもがとられたものでなければならない。 

一 当該情報を暗号化する措置その他の当該情報の安全性及び信頼性を確実に確保するための措置

として内閣府令で定める措置 

二 当該情報が改変されているかどうかを確認することができる措置その他の当該情報が内閣総理

大臣の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置として内閣府令で定める措置 

５ 第二項の自動公衆送信は、当該自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報につい

て、当該情報を受信した者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写することがで

きるものでなければならない。この場合において、当該ファイルに複写される電磁的官報記録に係

る情報は、前項第二号に掲げる措置がとられているものであることを確認するために必要な事項を

証明する情報が分離することができない状態で付加されたものでなければならない。 

 

（電磁的官報記録の継続的な閲覧のための措置） 

第八条 内閣総理大臣は、第五条第二項の措置をとったときは、当該措置をとった時から起算して同

項の閲覧又は同条第五項前段の複写をするために必要かつ適当な期間として内閣府令で定める期間

（以下「閲覧期間」という。）が経過するまでの間、継続して当該措置をとるものとする。 

２ 内閣総理大臣は、第五条第二項の措置を開始した後、閲覧期間が経過するまでの間に、災害その他

のやむを得ない事情又は同項の自動公衆送信に係る障害であって当該自動公衆送信に著しい支障を

生じさせるものとして内閣府令で定めるもの（以下この項、次項及び第十一条第一項において「災害

等の事情」という。）が生じたことにより継続して当該措置をとることができなくなった場合には、

その旨及びその理由を公表し、当該災害等の事情が解消した場合には、その旨及び当該閲覧期間の

うち当該措置をとることができなかった期間（次項において「閲覧不能期間」という。）を公表する

ものとする。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により災害等の事情が解消した旨の公表をしたときは、第一項の規

定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録につ

いて、閲覧期間が経過した後（災害等の事情により当該閲覧期間が経過した時においても当該措置

をとることができない場合にあっては、当該災害等の事情が解消した後）引き続いて、閲覧不能期間

に相当する期間（次項及び第十三条第一項において「追加措置期間」という。）、継続して当該措置を

とるものとする。 

４ 内閣総理大臣は、第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録のうち法令その他の内閣府令で定め

る事項については、閲覧期間又は追加措置期間の経過後においても引き続いて、内閣府令で定める

ところにより、当該事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる

状態に置く措置をとるものとする。 

 



 

 
 

（公文書館への移管） 

第十三条 内閣総理大臣は、第五条の規定により官報の発行をしたときは、当該官報に係る閲覧期間

又は追加措置期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る同条第

一項の規定により官報ファイルに記録された電磁的記録を公文書館（公文書等の管理に関する法律

（平成二十一年法律第六十六号）第二条第三項第一号に規定する公文書館をいう。次項において同

じ。）に移管するものとする。 

２ 内閣総理大臣は、第十一条第一項の規定により書面官報の発行をしたときは、当該書面官報に係

る同条第四項の内閣府令で定める期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当

該書面官報を公文書館に移管するものとする。 

３ （略） 

 

   附 則 抄 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後七年を経過した場合において、この法律の施行の状況、デジタル社

会（デジタル社会形成基本法（令和三年法律第三十五号）第二条に規定するデジタル社会をいう。）

の形成の状況等を勘案し、第十条に規定する書面等による官報掲載事項の提供その他官報の発行に

係る手続等の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 

 

 

 


